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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和４年度第４回朝霞市廃棄物減量等推進審議会 

 

開 催 日 時 

 

午前１０時００分から 

令和５年２月６日（月） 

午前１１時２０分まで 

開 催 場 所 朝霞市リサイクルプラザ ３階活動室 

出 席 者 

（審議会委員 ９人） 

松波会長、渋谷副会長、石原委員、河井委員、遠藤委員、 

松下委員、大村委員、髙橋委員、栁下委員 

（事務局 ７人） 

渋谷資源リサイクル課長、木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐、木内資源リ

サイクル課長補佐兼資源リサイクル係長、老川施設管理係主査、早川リサイク

ルプラザ所長、新川資源リサイクル係主査 

（朝霞和光資源循環組合 １人） 

飯泉施設課長補佐 

（委託コンサルタント：国際航業株式会社 ３人） 

坂井氏、今林氏、髙橋氏 

会 議 内 容 

議題 

（１）令和５年度朝霞市一般廃棄物処理実施計画（案）について 

（２）第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定に伴うアンケート調査結果 

の報告について 

（３）第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定に伴うワークショップの 

実施について 

（４）朝霞市・和光市ごみ処理広域化の進捗状況について 

（５）その他 

会 議 資 料 

〇次第 

〇資料① 令和５年度（２０２３年度）朝霞市一般廃棄物処理実施計画（案） 

〇資料② 朝霞市ごみ分別アプリの概要 

〇資料③ 朝霞市のごみに関するアンケート調査 結果 

〇資料④ 朝霞市のごみに関するワークショップ（市民意見交換会）実施内容

（案） 

〇資料⑤ ごみ広域処理施設整備事業について 

〇資料⑥ ごみ広域処理施設整備運営事業の進捗と今後の予定 

〇資料⑦ ごみ広域処理施設建設用地の取得状況 

会 議 録 の 

作 成 方 針 

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

□要点記録 
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□電磁的記録での保管（保管年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後６か月 

会議録の確認方法 委員長による確認 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
傍聴人 １人 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、令和４年度第４回朝霞市廃棄物減量等推進

審議会を始めさせていただきます。 

私は、朝霞市資源リサイクル課の木田と申します。本日の進行を務めさせていただきますのでどう

ぞよろしくお願いします。 

はじめに、本審議会の開催にあたり、『審議会等の会議の公開に関する指針』に基づき本審議会を

公開とし、傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

それでは、傍聴者の確認をお願いします。 

 

〇新川資源リサイクル係主査 

傍聴者はいらっしゃいません。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

傍聴者はいないとのことですが、会議途中で傍聴希望者がいらっしゃった場合は、随時お入りいた

だきますので、どうぞよろしくお願いします。 

本日の会議開催に当たり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アクリル板の設置や換気をさ

せていただいておりますので御了承ください。 

次に、審議会の成立についてですが、朝霞市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第２項で、「審議

会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない」こととしておりますが、本日は１０

人中９人の出席でございますので、会議が成立することを御報告いたします。 

続いて、会議資料の確認をさせていただきます。委員の皆様に事前に送付しております資料として、

「次第」「資料① 令和５年度（２０２３年度）朝霞市一般廃棄物処理実施計画（案）」「資料② 朝

霞市ごみ分別アプリの概要」「資料③ 朝霞市のごみに関するアンケート調査 結果」「資料④ 朝

霞市のごみに関するワークショップ（市民意見交換会）実施内容（案）」「資料⑤ ごみ広域処理施

設整備事業について」「資料⑥ ごみ広域処理施設整備運営事業の進捗と今後の予定」「資料⑦ ご

み広域処理施設建設用地の取得状況」です。以上となりますが、過不足等ございましたら挙手にてお

知らせください。 

朝霞市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第１項において、「会長は会議の議長となる」と規定さ

れておりますので、以後の議事進行については松波会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願い

します。 

 

〇松波会長 

皆さん、おはようございます。それでは議事を進めさせていただきます。 
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議題（１）令和５年度朝霞市一般廃棄物処理実施計画（案）について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

それでは、議題（１）令和５年度一般廃棄物処理実施計画（案）のうち、資源リサイクル係分の主

な取組について御説明いたします。 

資料①の１ページの（1）処理計画量等の見込みを御覧ください。ごみの総排出量は、コロナ禍の

影響で一旦増加した反動で減少傾向にあり、令和５年度は前年度に比べて１.５％程度減少して、３

７,６７５トンと見込んでおります。内訳として、生活系は２８,９４４トン、事業系はコロナ禍から

の回復で増加傾向にあり、７,４８９トンと見込んでおります。 

次に、中間処理後の残渣の処理について御説明します。１ページー番下の表２－１－３で、布団・

マットレスの処理委託量は１６５t を見込んでおります。２ページの表２－１－４では、残渣の再資

源化処理委託をまとめており、合計で８,７１８.７７トンを見込んでおります。委託先は前年度と大

きな変更点はございませんが、令和５年度から新たにフロン類を使用した小型家電の処理を委託する

予定です。これは、コロナ禍などで空気清浄機などの利用が増え、この中に少量のフロンが含まれて

いることから、専門業者に適正処理を委託するものです。２ページ下の表２－１－５で、焼却灰の再

資源化につきましては、合計２,４５０トンを見込んでおります。 

次に、３ページの表２－１－６は、家庭系一般廃棄物の収集見込量で、収集形態は従前と変更あり

ません。集団資源回収と合わせて合計３０,１８６トンの収集を見込んでおります。 

４ページの表２－１－７は、事業ごみの見込量で、クリーンセンターへ搬入される量は７,４８９

トンを見込んでおります。 

５ページの表２－１－８は収集運搬の許可業者です。表２－１－９は市外で発生した特定家電を市

内の指定引取場所へ運搬することに限定した許可の業者です。昨年５月に、家電４品目の指定引取場

所が根岸台に開設されたことに伴うものです。表２－１－１０は処分業の許可業者です。 

６ページの表２－１－１１から表２－１－１３は、埋立による最終処分量の見込みで、焼却灰は合

計９７１トン、不燃物は合計１１０トン、廃プラスチックの焼却による灰の埋立量は、下の注記に記

載しておりますが、２１トンをそれぞれ見込んでおります。 

続いて、令和５年度の施策や取組について御説明します。 

８ページの排出抑制計画で、重点施策として、家庭ごみでは市民への意識啓発と環境教育の充実を、

事業ごみでは事業者への意識啓発を挙げております。９ぺージの表２－２－１では、家庭ごみの主な

取組をまとめております。この中で、上から２番目「市民への意識啓発」で、内容の一番下に「市民

活動団体と協働で作成したごみ分別アプリの情報発信」を新たな取組として挙げております。このご

み分別アプリについては、お手元の資料２「朝霞市ごみ分別アプリの概要」を御覧ください。 

このアプリは、お住まいの地区を選択すると、ごみ出し日が種類ごとに表示されたり、市ホームペ

ージの各種情報に直接リンクしたりする便利な機能を備えたもので、一般向けの他に、外国の方向け

に「やさしい日本語」版も用意しております。使いかたは、資料②の裏面を御確認ください。 

それでは資料①の１０ページに戻っていただきまして、表２－２－２は事業ごみの主な取組です。

チラシ等による啓発や、大規模事業所の立入検査などを計画しております。 
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続いて、１１ページの再資源化計画で、家庭ごみの重点施策として、分別の徹底と集団資源回収の

促進を挙げております。事業ごみの重点施策は、立入検査、紙類の再資源化推進、生ごみ再資源化の

推進を挙げております。 

１２ページの表２－２－３では、家庭ごみの主な取組をまとめております。分別を徹底して、資源

の割合を高めていきたいと考えております。正しい分別は、収集運搬や中間処理の安全確保にもつな

がりますので、積極的に取り組んでまいります。 

１３ページの収集運搬計画では、分別の徹底、安全管理の徹底と、収集業務の向上を重点施策に挙

げております。１５ページの最終処分計画では、ごみの減量化と再資源化を推進し、最終処分場の延

命を図ってまいります。１６ページの中ほど、生活排水では、引き続き公共下水道の整備を継続して

まいります。その下の、し尿及び浄化槽汚泥では、引き続き朝霞地区一部事務組合において、収集運

搬、中間処理を実施してまいります。 

最後に、２０ページでは、本計画に関連するＳＤＧｓについて取りまとめております。 

以上が、資源リサイクル係の説明です。 

 

〇老川施設管理係主査 

続きまして、施設管理係関係の主な取組について御説明いたします。 

１４ページの中問処理計画を御覧ください。クリーンセンターの各施設が円滑に稼働できるよう適

切に保守を行ってまいります。重点施策として安全・適正な維持管理を挙げており、１５ページの表

２－２－６では、点検・補修による予防保全の実施、事故ゼロ、計画的な工事の実施、新技術の情報

収集などに取り組んでまいります。 

１５ページ下の災害廃棄物処理計画では、災害発生に備えて体制の構築を図ってまいります。１６

ページの表２－２－８で主な取組として、災害廃棄物処理計画に基づき、被災時の処理体制と支援体

制の確保などに取り組んでまいります。 

次に１８ページの「５ その他」をご覧ください。市で収集・処理しないごみを表２－５－１に示

しております。内容は前年度と変更ございません。充電式の電池が不燃物に混入し、火災が発生する

事例が依然として全国で相次いでおります。充電して使うものは、有害ごみとして出していただくよ

う啓発を続けてまいります。 

１９ページの表２－５－２と表２－５－３では、市で処理を行う事業系一般廃棄物を示しておりま

す。内容は前年度と変更ございません。事業系の排出量が増加傾向にありますので、この基準を適切

に運用してまいります。 

施設関係は以上です。 

 

〇早川リサイクルプラザ所長 

リサイクルプラザ所長の早川です。私からは、リサイクルプラザの主な取組について御説明いたし

ます。 

まず資料①の９ページ（１）排出抑制計画の主な取組の①、表２－２－１の(ア)「生ごみ減量化の

推進」の３点目「賞味期限内の不用食品の回収及び配布」でございます。こちらはご家庭でご不用に

なった食品をお預かりし、市内２か所の子ども食堂に提供している事業です。 
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続きまして、同じ表の(オ)再使用・再資源化の促進の３点目「家具類の再生販売及びリサイクルシ

ョップの運営」でございます。こちらは、従来から行っておりますリサイクル家具の販売とリサイク

ルショップの運営でございます。 

次に（２）再資源化計画のうち１２ページ①、表２－２－３の(エ)学習機会の提供の一点目「リサ

イクルプラザ企画運営協議会との協働による各種講座の開催」でございます。こちらはリサイクルプ

ラザ企画運営協議会とともに講座を開催しており、令和４年度につきましては、６月と８月、そして

来週１８日の合計３回開催となります。 

以上につきまして、今後も引き続き実施してまいりますとともに、更なる周知に努めてまいります。 

リサイクルプラザについては、以上でございます。 

 

〇松波会長 

ありがとうございました。 

ただいまの説明を受けて、御質問や御意見などがございましたらお願いします。 

 

〇大村委員 

一般市民からすると、充電式バッテリーが有害ごみだという認識が無いのではないかと思いますの

で、将来的に、有害ごみという言葉の定義の見直しをしてはどうかと思います。例えば、有害ごみ（充

電式バッテリーを含む）とするなど、もう少し工夫して周知をされるとよいと思いました。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

確かに、私も少し気にはなっていたところでして、以前は、蛍光灯やライター等、明らかに有害な

ごみが多かったのですが、今はどちらかと言うと、充電式の電池を使用した製品の方が割合としては

多くなってきていますので、他市の表現方法等も踏まえて検討してみたいと思います。 

 

〇松下委員 

９ページ、表２－２－１家庭ごみ、（ア）生ごみ減量化の推進の中の「賞味期限内不要食品の回収

及び配布」について、市内２箇所の子ども食堂へ…という御説明がありました。現在、市内の子ども

食堂の数はもっとあると思いますが、全ての子ども食堂に意向を確認し、２箇所が受け取りたいとい

うことだったのでしょうか。もしそうでないなら、他の子ども食堂へも意向の確認をしていただき、

公平性をしっかりと確保していかないといけないと思います。 

もう１点は、（イ）市民への意識啓発の中の「ごみ分別アプリ」に関してです。私もこれに関わら

せていただいていますが、市民の皆様に気軽に利用していただけるように、是非、周知、意識啓発を

お願いします。また、どのように啓発を行っていくのか、今後の予定もあわせてお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 

〇早川リサイクルプラザ所長 

子ども食堂への不要食品の配布は、埼玉県の子どもネットワークに登録されている２箇所にさせて

いただいています。子どもネットワークに登録している子ども食堂でも、ホームページ等で連絡先を
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公表していないところもあり、また、配布できる食品の数が多くないので、あまり間口を広げてしま

うと、１箇所への配布量が減ってしまうというデメリットもありますが、今後、配布先の選び方も含

めて、配布先の数を増やすことも検討させていただければと思います。 

 

〇渋谷資源リサイクル課長 

リサイクルプラザの方で行っている不要食品の配布は、先程の説明の通りですが、それ以外に、こ

ども未来課から依頼があった場合、それに対して協力するという形をとっています。 

アプリの件は、現状、ホームページと市広報へ掲載をしています。今後は、コロナが落ち着いてく

るようであれば、３Ｒ啓発事業の時にチラシを配る等、市民の方の目にとまるような事業をしていき

たいと考えています。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

アプリについて補足します。朝霞台のスタジオからコミュニティＦＭのナナコライブリーエフエム

が放送されていますが、本日「ラジオ de むさしのフロントあさか」という朝霞市の広報番組に、実

は私が出演し宣伝していますので、聴いていただければと思います。 

 

〇松下委員 

アプリの件は、承知いたしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

子ども食堂の件は、ネットワークに加入しているところが２箇所とのことでしたが、いつ時点のこ

とかご確認をください。朝霞市では登録数が増えたり減ったりという動きがありますので、聞いてい

て不要だということであれば構わないですが、聞いていなかったとなるとよろしくないと思います。

確認はしていただきたいと思います。確かに、ここだけでなく、今、パントリ―等、こども未来課で

も進んでいますし、色々なソースはあると思いますが、せっかく、市として事業をしているので、そ

こら辺はしっかりとしていった方がいいと思います。 

 

〇渋谷資源リサイクル課長 

今後、検討させていただきたいと思います。 

 

〇河井委員 

１５ページに「最終処分場の延命化」という表現がありますが、朝霞市は市内に最終処分場を所有

しておらず近隣へ委託しているため、あまり強調せず、埋立処分量を少しでも減らそうという視点か

ら資源化を進めるという説明とした方が、市民には分かりやすいと思います。次回以降の計画では、

そのようなことを少し念頭に置いて作ってはいかがでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

私どもとしては、最終処分場の延命化は、社会全体で延命化をしていくという意味合いを込め、こ

のような表現としております。再資源化をメインとし、最終処分については、できるだけ量を減らし

ていくという考え方ですが、出先の多様化という面では、選択肢として残しておきたいと思います。
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表現は工夫させていただきたいと思います。 

 

〇松波会長 

その他、ございますか。 

他に御意見等がないようでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

議題（２）第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定に伴うアンケート調査結果の報告について、

事務局から説明をお願いします。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

それでは、資料③を御覧ください。朝霞市のごみに関するアンケート調査の結果報告でございます。

昨年１１月に、市民、中学生、事業所、収集運搬業者に対してアンケートを実施しました。その集計

ができましたので御報告させていただきます。詳細は、委託事業者の国際航業から説明させていただ

きます。 

 

〇国際航業株式会社 今林氏 

それでは、資料③に基づいて説明をさせていただきます。 

なお、４ページ以降は個別の評価となりますので、説明を省略させていただきます。 

まず、１ページ目です。 

１．調査目的は、第６次計画の策定にあたり、市民等の意見を把握し、課題整理や施策検討を行う

ための参考資料とすることを目的に実施しました。 

２．調査概要です。一般市民は、２,０００人を対象とし、回収数は７７７人（うちオンライン回

答が２０８人）、回収率は３８.９％でした。 

中学生は、中学１年生１,１０２人を対象とし、回収数は７２３人、回収率は６５.６％でした。 

事業所は、市内の事業所２００社を対象とし、回収数は１２４社（うちオンライン回答が１５社）、

回収率は６２.０％でした。 

収集運搬事業者は、市内の登録事業者１４社を対象とし、回収数は１１社、回収率は７８.６％で

した。 

続いて、２ページ、３．アンケート結果のまとめを御説明させていただきます。 

まず、一般市民の結果の概要です。 

「問１、２：ごみへの関心」に関しては、約９割がごみ問題への関心があり、９８％がごみの減量

化やリサイクルが持続可能な社会づくりに役立つと考えています。 

「問３、４：情報入手」に関しては、ごみに関する情報は、市の広報から得る市民が最も多いもの

の、市のホームページやメール配信サービス、インターネットや一般のＳＮＳ等からも入手していて、

情報は市の広報・ホームページや携帯端末で入手でき、具体的実践方法を求める意見が多かったです。 

「問８：減量化のための市の取組」に関しては、ごみ問題のＰＲ強化による意識啓発、過剰包装の

抑制などを販売業者に要請、生ごみの減量化・リサイクルの推進、環境教育・環境学習の機会の増加

などを市に望む声が多かったです。 

「問１０：再利用」に関しては、リユースの取り組みを進めるにあたり、エコネットあさか（リサ
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イクルプラザ）での情報提供、民間のリサイクルショップの情報提供、不用品情報交換など、情報提

供を望む声が多かったです。 

「問１１、１２：集団資源回収」に関しては、７割が認知しておらず、認知していてもその半数が

活用していない。実施時期や場所の情報提供や参加者増加に向けたＰＲの推進を市に望む声が多かっ

たです。 

「問１４、１５：ごみ処理広域化」に関しては、ごみ処理広域化の認知度は１６.５%で、事業の情

報提供、公害防止、再資源化・減量化の促進等を求める意見が多かったです。 

「問１７：ごみ有料化」に関しては、家庭ごみの有料化には、約６割が慎重な意見でした。 

「問１９：ごみ集積所」に関しては、ごみ集積所の課題は、分別ルールの未徹底、時間外の排出、

利用者以外の投棄、動物の被害などで、ごみ集積所管理の当番制が、共働きや高齢者世帯にとって負

担となっています。 

「問２０、２１：雑がみ」に関しては、雑がみを燃やすごみとして排出している人が約半数に達し

ていて、資源と認識できていないことや、少量などが理由として挙げられています。 

「問２２、２５：食品ロス」に関しては、食品ロス問題の認知度は高く、食品ロス削減への取組も

約８割が実施しています。 

「問２７、２８：プラスチック」に関しては、約９割がプラスチック問題への関心があると回答し

ています。マイバック持参やごみ分別等の市民側の取り組みだけでなく、事業者への働きかけを求め

る意見もありました。 

続きまして、中学生の結果の概要です。 

「問１、２：ごみへの関心」に関しては、約７割がごみの問題や削減に関心を持っていて、とくに、

地球温暖化、食品ロス、ＳＤＧｓ、３Ｒなどの関心が高いです。 

「問３：情報入手」に関しては、ごみに関する情報は、新聞やテレビ、インターネット、一般のＳ

ＮＳなどからの入手が最も多く、次いで、市の広報誌やホームページ、学校の授業となっています。 

「問４、５：ごみ減量化」に関しては、約９割がごみ減量化の必要性を認識しており、日頃から買

い物袋の持参や食品ロス削減の取り組み等を実施しています。 

「問６：市のごみ処理の仕組み」に関しては、約４割が市のごみ処理の仕組みを知らないと回答し

ています。 

「問７：食品ロス」に関しては、食品ロスの問題は約８割が認知しています。 

続きまして、３ページ、事業所の結果の概要です。 

「問１、２：ごみの管理者」に関しては、ごみの管理は、自社や収集業者、管理会社で行っていま

すが、約６割の事業所は廃棄物管理責任者までは定めていません。 

「問３、４：分別や排出量」に関しては、約９割が事業ごみの分別・処理方法を認識しており、約

８割がごみ排出量も把握しています。 

「問５：排出品目」に関しては、最もごみ排出量が多いのは段ボールで、次いで、生ごみ、プラス

チック製品、コピー用紙となっています。 

「問６、１２：処理方法と情報入手」に関しては、約８割が収集運搬事業者や管理会社にごみ処理

を委託しており、ごみに関する情報は収集運搬業者から得ていることが多いです。 

「問７、８：減量化への取組」に関しては、約８５％の事業所がごみの減量や資源化に取り組んで
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おり、多くが資源物の分別に取り組んでいます。 

「問９：公的認証等の取得」に関しては、環境に関する公的認証（ＩＳＯ１４００１など）を取得

している事業所は、１割以下にとどまっています。 

「問１０：ごみ減量の問題点」に関しては、事業所でごみ減量や資源化を推進するにあたっての課

題として、分別に手間がかかる、ごみの排出量が少量であるため減量化の必要性がない、機密文書が

多いため資源化が困難などの課題を挙げる事業所が多いです。 

「問１１、１３：情報提供」に関しては、市に期待する取組として、事業所での減量化・資源化方

法、処理業者の情報、先進事例などの情報提供や、減量マニュアル、分別指導などを求める意見が多

かったです。 

「問１４、１５：雑がみ」に関しては、３６％が雑がみを燃やすごみとして排出していて、資源と

認識できていないことや、少量であること、機密情報であることなどが理由として挙げられています。 

「問１７、１８：食品ロス」に関しては、食品ロスの発生要因は、お客さんの食べ残しが最も多く、

次いで製品工程のロスや売れ残り、期限切れ等となっていて、食品ロス削減のための取組として、商

慣習見直しや需要予測の精度向上などを実践しています。 

続きまして、収集運搬事業者の結果の概要です。 

「問１、２：分別状況」に関しては、分別状況は「特に問題ない」と「一部不十分な事業所あり」

の回答が半々の結果で、市による分別指導を求める意見が複数ありました。 

「問３：意識や取組の変化」に関しては、この５年で分別の意識や取組は「まあまあ進んだ」との

回答は約８割でした。 

最後に、４.今後の予定は、本調査で得られた結果や市民から寄せられた要望・意見を参考に、現

行施策の評価と新たな施策の検討を行います。 

簡単ではございますが、アンケート結果の説明は以上となります。 

 

〇松波会長 

ありがとうございました。資料③について、御質問や御意見などがございましたらお願いします。 

 

〇渋谷副会長 

一般市民のアンケート結果の中で、ごみ集積所の話がありました。私の町内会でも、正にこの状況

です。今後、この結果を参考に、市の方で検討するということですが、この問題は、おそらく市の方

で検討というよりも、それぞれの地区の話になると思います。少し気になることですので、何かお考

えがあればお聞きかせください。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

ごみ集積所につきましては、どこに出せばよいのか、とか、掃除やネットを被せる等の当番制につ

いても高齢者にとって負担となっているなど、市民の方から様々な御意見があり、課題として捉えて

います。集積所の管理は、利用されているみなさま、地元のみなさまで管理することになっています

が、市としても、今後どのようにすべきかを検討したいと思います。 
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〇松波会長 

その他、ございますか。 

 

〇河井委員 

アンケート調査の結果の中で、今、事務局として、これはいけそうだというものはありますか。 

また、今回新たに、中学生や事業所、収集運搬業者へのアンケートをしていますが、できれば中学

生のアイデアを施策にうまく反映できないかと思いました。当然、市ができることで。ごみは誰もが

出すという行為をするものだと思います。そうすると、熱心にごみのことを考えてくれたりするのか

なと思います。 

 

〇渋谷資源リサイクル課長 

これからワークショップや市民説明会等を予定しており、現状では、具体的には考えていません。

なお、５月に実施予定としているワークショップへは中学生にも参加してもらってはどうかというご

意見もあり、事務局の方でも、検討しているところで、中学生からも御意見はいただきたいと考えて

います。 

 

〇松下委員 

アンケート調査の結果について、とても興味深く生の声を拝見いたしました。 

先程、渋谷副会長からもお話があったごみ集積所の件ですが、私が町内会の副会長をしていること

もありまして、ごみの収集や集積に関する様々なお声をいただいています。高齢化が進んでいること

で、ごみの当番が出来なくなったり、それによって、残りの者に負担がかかってきたり、色々なこと

がありますので、このアンケート調査の結果を活かしていただきたいと思います。また、町内会に聞

くと、もっと具体的な声が聞けると思います。 

ごみの収集に関して、収集業者側へ、分別を間違えやすいものについて伺い、それをフィードバッ

クすることで、減らせる部分があると思います。出す側も悪気がある訳ではなく、分らなくて出して

しまっていることが往々にしてありますので。先日、雑がみの出し方の啓発をしていただき、大分、

出し方が分かりましたという声もいただいていますので、そういうことをしていただけるといいなと

思います。 

中学生の環境教育に関して、３Ｒと書かれていましたが、未来を担う子どもたちには、もう少し先

のところまで考えてもらえるよう、５Ｒ等、環境教育として取り入れていただければ有難いです。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

我々としても、ごみ集積所の件は、かなり課題であると認識しております。日々、お電話でいただ

く御意見も、このような内容がほとんどです。では、市として、どのように取り組んでいくのかとい

うと、具体策に乏しいという現実があります。例えば、集積所を集約していくことで、相対的に当番

の負担を減らし、高齢世帯を飛ばして当番をやったとしても負担感はない、というようなことを市か

ら提案することもやり方のひとつとして考えてもいいかと思っています。全ての集積所でこの方法が

使える訳ではなく、あくまでも選択肢のひとつではあると思います。 
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収集業者から、普段から分別の間違いがよくあるといった実践的な意見を求める意見がアンケート

の中にもありましたが、まずは、このようなことに関して、収集業者へ個別にヒアリングをして情報

収集をしてみたいと思います。 

中学生の教育については、今後の参考にしたいと思います。 

 

〇石原委員 

朝霞市は、１５年、２０年前、プラスチックの最終処分場ということでテレビ等で報道されたこと

もありましたが、その後、処分場も徹底されていることと思います。 

一般市民のアンケートでも関心が高かったプラスチック問題に関して、現在、マイバッグの持参や

分別の徹底をしていただいたり、事業者への働きかけもしていただいていると思いますが、事業者へ

のさらなる働きかけをどのようにお考えでしょうか。 

 

〇渋谷資源リサイクル課長 

朝霞市の場合、プラスチック資源は１００％資源化しています。最終処分場にいっているものはご

ざいません。ですので、引き続き、マイバッグ等の啓発を行うとともに、業者とも協議しつつ、リサ

イクルが進むようにしたいと考えています。 

 

〇松波会長 

その他、ございますでしょうか。 

他に御意見等がないようでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

議題（３）第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定に伴うワークショップの実施について、事務

局から説明をお願いします。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

それでは、資料④を御覧ください。第６次の一般廃棄物処理基本計画の策定にあたって、市民から

幅広く御意見をいただくために、ワークショップの開催を計画しております。詳細は、委託事業者の

国際航業から説明させていただきます。 

 

〇国際航業株式会社 坂井氏 

それでは、資料④を御覧ください。 

このワークショップは、令和５年５月に予定しています。次回の審議会が７月以降になりますので、

今回の審議会では、ワークショップの実施内容を説明させていただきます。 

１．目的は、第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の策定に当たり、朝霞市のごみに関する課題や

必要な取り組み等に関して、市民から幅広く意見を聴取し、課題抽出や施策検討の参考とすることを

目的に、市民ワークショップを実施します。 

２．参加者及び人数は、朝霞市在住の市民（自由参加）、５０名程度を想定しています。 

３．実施日は、令和５年５月中旬、会場は、只今、検討中です。 

４．内容は、弊社より全体ファシリテーターを１名配置しまして、参加者を６名程度のグループに
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分け、グループ・ディスカッションを行う予定です。 

まず、１番目に「オリエンテーション」ということで、これまでにまとめております朝霞市のごみ

処理の現状と課題について説明し、参加者と共通認識をもつとともに、ワークショップの目的を説明

します。 

２番目に「グループ・ディスカッション」を行います。まず、最初に「朝霞のごみ、何が問題？」

ということで、朝霞市のごみ処理の課題から、特に取り組む必要があるものを抽出し、優先順位付け

を行います。次に「課題解決に向けて、何ができる？」ということで、優先的に取り組む課題に関し

て、その課題の解決策について意見を出し合います。 

３番目に「全体共有」ということで、各グループでの検討結果を代表者が発表し、全体で共有しま

す。これは、グループごとの検討結果を全員が共有し、新たな気づきとすることを目的としています。 

最後、４番目に「ふりかえり」ということで、全体ファシリテーターが、全体総括を行い、ワーク

ショップの成果を全員で共有します。 

半日程度のワークショップを実施しまして、その結果について取り纏め、次回の審議会で御報告を

するとともに、第６次計画書へ反映をしたいと考えています。 

 

〇松波会長 

ありがとうございました。資料④について、御質問や御意見などがございましたらお願いします。 

参加者につきまして、どのように公募する予定でしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

私どもも、参加者の集め方は課題であると考えています。もちろん、市の広報で公募はしますが、

例えば、市内で活動している市民団体へ個別にお声がけをすることで、より多くの方に幅広く参加し

ていただけるようにしたいと思っています。 

 

〇松波会長 

５０名程度ということですが、かなり大変なのではないでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

５０名というのは目標ではありますが、少ないとあまり意味がないと思っておりますので、なんと

か頑張って集めたいと思います。 

 

〇大村委員 

ごみ分別アプリをうまく活用されてはどうかと思います。先程も話題に挙がった中学生教育や今回

のワークショップの呼びかけ等は、広報（紙媒体）でもするとは思いますが、アプリを通じて新しい

ニュースを発信したり、御意見をもらったりできると、市民へ情報が伝わりやすいと思います。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

ごみ分別アプリで実際にどの程度できるかは検討してみたいと思います。それ以外として、市のツ
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イッターやフェイスブック等、色々な手段で広報をしていきたいと思います。 

 

〇松波会長 

その他、資料④に関して何かありましたら、お願いします。 

他に御意見等がないようでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

議題（４）朝霞市・和光市ごみ処理広域化の進捗状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇飯泉施設課長補佐（朝霞和光資源循環組合） 

それでは、議題（４）朝霞市・和光市ごみ処理広域化の進捗状況について、御説明させていただき

ます。 

私は、朝霞和光資源循環組合の飯泉と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

はじめに、Ａ４横、カラー刷りの資料⑤を御用意ください。 

ごみ広域処理施設整備事業について、御説明させていただきます。 

はじめに、（１）ごみ広域処理施設建設用地について御説明いたします。 

現在、朝霞市及び和光市では、ごみ処理施設を単独で保有しごみ処理を行っていますが、施設の老

朽化が進んでいるため更新を検討しているところであり、平成３０年８月に、建設用地を和光市内と

する「朝霞市・和光市ごみ広域処理に関する基本合意書」が締結され、広域処理施設の整備の検討が

開始されています。 

建設予定地は、和光市の旧ごみ焼却場を含め周辺農地等に、約２.４９ｈａの必要面積を確保する

計画としています。 

周辺農地や介護保険施設等の環境に配慮するとともに、各種法令に基づく緑化面積や雨水貯留機能

の他、日影規制等の影響を考慮し、敷地北側に必要な空地を設ける計画としています。 

下の図をご覧ください。場所は埼玉県立和光高校の北側、新河岸川と荒川の近くであり、現在稼働

している和光市清掃センターの隣接地となっております。 

次に１枚ページめくりまして、（２）ごみ広域処理施設整備事業スケジュール（予定）を御覧くだ

さい。 

こちらが施設稼働開始までの大まかなスケジュールとなっております。 

令和元年度から令和２年５月にかけ「ごみ処理広域化基本構想」を策定しました。将来にわたって

安定的かつ効率的なごみ広域処理体制の構築を推進していくことを目的として、両市のごみ処理の実

態や課題を整理し、広域化を進めるうえでの方針を策定いたしました。 

そして令和２年８月に埼玉県知事より一部事務組合の設立が許可され、両市と連携を図りながらご

み広域処理施設の整備に関する検討が本格的に進められています。 

実質的な事業の準備は、令和３年度より動き出しておりますが、実施内容の１番として事業予定地

の確保ですが、令和３年度から５年度にかけ、１５名の方に用地買収をお願いしているところであり、

引き続き事業用地の確保を進めてまいります。 

次に４番目、ごみ広域処理施設整備基本計画でございますが、施設の規模や処理方式、施設整備に

関する計画や設備計画などの基本的事項を定めた基本計画を令和４年９月に策定したところでござ

います。 
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次に５番目、生活環境影響調査でございますが、令和３年度から４年度にかけ実施しているところ

です。ごみ処理施設を新たに建設した場合に、周辺の生活環境に及ぼす影響を予測・分析し、施設の

整備や維持管理計画に反映させ、その影響を未然に防止するための調査を行っています。 

次に６番目、地質調査・土壌汚染状況調査でございますが、こちらも令和３年度から４年度にかけ

実施している調査であり、建設予定地の地質や土壌汚染状況を調べているところであり、間もなく調

査が終了するところでございます。 

次に７番目、都市計画変更手続きは、令和５年度後半に予定しているところであり、８番目、事業

者選定・設計・建設は令和４年度から９年度のかけ実施する予定です。 

それでは、それぞれの実施内容について簡単に御説明させていただきますので、１枚ページをめく

っていただきまして、（３）実施内容についてを御覧ください。 

（Ｎｏ.４）の施設整備基本計画の策定でございますが、令和２年５月に策定された「ごみ処理広

域化基本構想」に基づいて、新たに整備するごみ広域処理施設の施設規模、処理方式、公害防止条件、

土木建築計画、余熱利用などの基本事項の他、旧ごみ焼却場の解体計画などを取りまとめた、施設整

備基本計画を令和４年９月に策定しました。計画策定にあたり、有識者や両市の関係者、市民からな

る「建設検討委員会」で７回審議した他、説明会やパブリックコメントなどを行いました。 

（Ｎｏ.５）の生活環境影響調査の実施でございますが、施設の稼働や収集運搬車両の増加に伴い、

大気質、騒音・低周波、振動、臭気、景観などが、施設周辺の生活環境に影響を与えないか、現況調

査、予測評価及び影響分析を行います。また、対応方針については、施設整備基本計画の他、整備・

運営事業者選定のための発注仕様書（要求水準書）に反映します。 

調査結果及び対応方針についてでございますが、「生活環境影響調査書」として取りまとめ、令和

４年１１月に縦覧手続を行い、近隣住民の皆さんからの意見を伺いました。間もなく調査書のとりま

とめが完了しますので、２月中に公表を行う予定です。 

（Ｎｏ.６）の土壌汚染状況調査の実施についてでございますが、土壌汚染対策法に基づく手続き

を念頭に、令和２年度に実施した地歴調査等の結果を踏まえ、汚染のおそれが想定される旧ごみ焼却

場の敷地について土壌の採取及び分析を行い、施設整備における対応方策を検討します。令和５年３

月までに調査結果を取りまとめ、今後の計画や設計に反映していきます。 

（Ｎｏ.７）の都市計画変更手続き実施についてでございますが、ごみ処理施設が都市計画法によ

る都市施設に該当するため、計画敷地について都市計画変更手続きを行います。ごみ広域処理施設の

建設を始めるにあたり、現在稼働している和光市の旧ごみ焼却場を解体する時期に合わせ都市計画決

定を行う予定です。 

（Ｎｏ.８）の事業者選定・設計・建設でございますが、事業者を選定にあたり、有識者や両市の

関係者で構成する「事業者選定委員会」を開催し、令和４年度の後半から令和５年度にかけ事業者を

選定していきます。また、令和６年２月を目途にごみ広域処理施設の整備・運営事業者と事業契約を

結び、令和６年度より施設の設計作業に入りたいと考えています。建設工事については、主に令和７

年度から９年度の３か年にかけて実施を予定しています。 

資料⑤の説明は以上となります。 

それでは次に、ごみ広域処理施設整備・運営事業に関する当面の予定について、３点、御報告させ

ていただきます。 
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Ａ４横、カラー刷りの資料⑥を御覧ください。 

はじめに、上段の事業者選定についてとなります。 

昨年１１月１４日に第１回の選定委員会を開催し、委員の委嘱をはじめ、「選定方法」や「実施方

針（案）」について審議をいただきました。 

本年１月１０日には、委員会での意見を踏まえ修正を加えた実施方針を公表し、現在、参加を希望

する事業者からの質問や意見の受付を行っているところでございます。 

また、１月２０日には、第２回の選定委員会を開催し、事業者選定に向けて、「入札説明書（案）」

や「要求水準書（案）」、「落札者決定基準（案）」等について審議をいただきました。 

今後につきましては、２月中旬に第３回の選定委員会を開催させていただき、４月に予定している

入札公告で公表する「入札説明書（案）」や「要求水準書（案）」、「落札者決定基準（案）」につ

いて引き続き審議をいただくとともに、契約書（案）、様式（案）、特定事業選定の公表などについ

て審議する予定としております。 

また、３月には見積等調査の結果を踏まえ設定する事業費をもってＶＦＭの再算定を行い、特定事

業を選定したのち、その結果を公表してまいります。 

２点目については、土壌汚染調査業務（深度調査）の経過報告となります。 

こちらについては、昨年の１１月から１２月にかけまして、調査地点の測量や、土壌及び地下水の

採取を行い、その後、分析調査を進めてまいりました。 

今後は調査結果がまとまり次第、土地の所有者である和光市様と対応策について調整をさせていた

だき、その内容をもって埼玉県との協議を進めてまいりたいと考えております。 

３点目は生活環境影響調査業務の経過報告となります。 

こちらについては、令和３年度から４年度にかけて実施してきました生活環境影響調査の結果を取

りまとめました調査書（案）について１１月１日から１か月間の縦覧を行い、１２月１４日までの間

で、意見書の提出を受け付けておりましたが、市外の方から１件の意見書が提出されております。 

内容については、資料に概要を記載しておりますが、焼却量が増加することによる大気環境の悪化

の他、共同処理の実施は自区内処理の原則に反するとの理由から、反対するといったものでありまし

た。 

組合では、意見書に対する見解書をホームページで公表しておりますが、現在の施設計画の変更を

伴うものではないと考えており、引き続き、周辺環境へ配慮しながら、丁寧に事業を進めてまいりま

す。 

資料⑥の説明は以上となります。 

それでは次に、資料⑦ごみ広域処理施設建設用地の取得状況について御報告させていただきます。 

資料⑦、Ａ４横のカラー刷りのものを御覧ください。 

こちらが、ごみ広域処理施設建設用地の取得状況になります。 

資料の左側には、公図を用いまして、赤枠で建設用地を表しております。令和４年１２月末現在ま

でに契約済の土地はピンクで着色をしている１６筆で、面積は１１,１０１㎡となっております。 

また、公図右上の緑で着色している箇所は「和光市旧ごみ焼却場」、中央青で縦に着色している箇

所は「和光市の水路」、グレーで着色している箇所は「和光市の道路」となっております。 

次に、右上の枠内を御覧ください。凡例に掲げている区分に従いまして、概算の地積、地権者の件
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数、筆数などを整理しております。 

建設用地の内訳については、契約済面積が１１,１０１㎡、未買収が５,１７０㎡、和光市旧ごみ焼

却場、道路、水路の和光市の所有地が８,６３０㎡となっており、全体で２４,９０１㎡でございます。

現在までの用地取得進捗率は６８.２％となっており、用地買収が約３分の２まで進みました。 

残りの用地未買収部分でございますが、３名の方から８筆の土地を買収する予定となっており、令

和６年度より工事を着手するためにも、令和５年度までの買収に努めてまいります。 

資料の説明は以上となります。 

 

〇松波会長 

ありがとうございました。 

資料⑤から⑦について、御質問や御意見などがございましたらお願いします。 

 

〇河井委員 

未買収の土地は、目途が立っていて買収していないのか、実は買収に手こずっているのか、どうい

う状況でしょうか。 

 

〇飯泉施設課長補佐（朝霞和光資源循環組合） 

現在、３名の方の土地が未買収となっていますが、駐車場や資材置場等、事業用として使用してい

るため、代替地を確保した上での引越しとなります。また、引越し作業が１年掛りになるということ

で、少し長引いております。引越しには、概ね了承を得ていますので、来年度（令和５年度）後半位

までに引越しが完了し、工事が着工できるのではないかと見込んでいます。 

 

〇松波会長 

その他、ございますか。 

資料③アンケートで、ごみ処理広域化の認知度の問がありますが、知らないが８３.５％と、多く

の市民が知らない状態です。その点について、市としてはどのようにお考えでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

ごみ処理広域化についての認知度が１６.５％ということで、見る人によってこの数字は様々かな

と受け止めています。いずれにしても、これから、まだまだ広報をきっちりやっていく必要があり、

色々な機会を捉えて広報をしていきたいと思います。 

 

〇松波会長 

ごみ減量のためには、ごみ処理の状況について、市民の認知度を上げていただく必要があると思い

ますので、啓発活動をよろしくお願いします。 

資料⑤から⑦につきまして、他にございますでしょうか。 

他に御意見等がないようでしたら、議題（５）その他の項について、事務局からお願いします。 
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〇新川資源リサイクル係主査 

事務局から事務連絡をさせていただきます。 

本日の審議会の会議録については、事務局にて全文記録として作成し、会長に内容を確認していた

だいたのち、確定といたしますのでよろしくお願いいたします。 

また、会議録は内容が確定次第、委員の皆様にお送りさせていただきます。 

事務局からは以上です。 

 

〇松波会長 

ありがとうございました。 

では、本日の会議全体を通して、御意見等ございませんでしょうか。 

それでは本日の議題は、すべて終了いたしましたので、事務局へお返しします。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

ありがとうございました。 

本日の審議会をもって、令和３年２月から２年間でお願いしておりました現委員での会議は終了と

なります。新型コロナの影響が続く中で、思うように会議が開催できないこともありましたが、委員

の皆様には多くの有益な御意見を賜りましたことに感謝申し上げます。 

以上をもちまして、令和４年度第４回朝霞市廃棄物減量等推進審議会を閉会します。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 


